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健　康　福　祉　部

一般会計 （単位：千円）

国支出金 地方債 その他

健 康 福 祉 政 策 課 9,598,819 9,300 9,608,119 9,300

健 康 危 機 管 理 課 1,701,155 101,364 1,802,519 101,364

高 齢 者 支 援 課 3,494,131 3,494,131

認知症施策・地域ケア推進課 28,987,817 28,987,817

社 会 福 祉 課 5,207,217 5,207,217

子 ど も 未 来 課 24,648,148 42 24,648,190 42

子 ど も 家 庭 福 祉 課 12,318,004 1,144 12,319,148 1,144

障 が い 者 支 援 課 27,309,824 27,309,824

医 療 政 策 課 8,572,835 7,557 8,580,392 3,676 205 3,676

国 保 ・ 高 齢 者 医 療 課 51,890,796 51,890,796

健 康 づ く り 推 進 課 3,098,227 3,098,227

薬 務 衛 生 課 282,546 282,546

合 計 177,109,519 119,407 177,228,926 3,676 101,611 14,120

母子父子寡婦福祉資金特別会計

子 ど も 家 庭 福 祉 課 111,655 111,655

国民健康保険事業特別会計

国 保 ・ 高 齢 者 医 療 課 182,815,217 182,815,217

健 康 づ く り 推 進 課 176,639 176,639

合 計 182,991,856 182,991,856

総　　合　　計 360,213,030 119,407 360,332,437 3,676 101,611 14,120

令和７年度　１１月補正予算　課別一覧表

課       名 補正前の額 補正額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源
一般財源

1



課名　健康福祉政策課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

16 1,387,092 4,300 1,391,392 4,300 １．社会福祉諸費 4,300

 　 新　住まいの再建支援事業

　　　令和７年８月豪雨において住

　　　まいの再建を行う応急仮設住

　　　宅入居者等に対し、再建に要

　　　する経費について助成

18 5,381,094 5,000 5,386,094 5,000 １．災害救助対策費 5,000

　　新　被災者生活再建支援事業

　　　令和７年８月豪雨における被

　　　災者生活再建支援法非適用市

　　　町村に居住の被災者に対し、

　　　適用市町村と同等の支援金を

　　　助成

9,598,819 9,300 9,608,119 9,300

社 会 福 祉
総 務 費

災 害
救 助 費

課　　計

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補 正 額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額   の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

2



繰越明許費補正（追加）

課名　健康福祉部　　（一般会計） (単位：千円)

議　案
頁　数

款  名 項  名 金　額 備　　　　　　　　　考

　・県総合福祉センター管理費

　・福祉総合相談所運営費

　・福祉センター設備等改修事業

　・こども総合療育センター管理運営費

　・精神保健福祉センター維持補修費

　・動物愛護推進事業

1,079,457

社会福祉費 589,683

健康福祉部　計

民生費

衛生費

公衆衛生費 4,554

7

環境衛生費 208,749

児童福祉費 276,471

7

3



債務負担行為補正（変更）

(単位：千円)

期　　間 限　度　額 期　　間 限　度　額

　令和８年度 　令和８年度

　　～令和11年度 140,088 　　～令和11年度 396,735

17   保健・医療・福祉関係業務

　年次別内訳 　年次別内訳

　　令和８年度 33,946 　　令和８年度 290,593

　　令和９年度 39,410 　　令和９年度 39,410

　　令和10年度 44,874 　　令和10年度 44,874

　　令和11年度 21,858 　　令和11年度 21,858

議　案
頁　数

事　　　　　　　　項
補　　正　　前 補　　正　　後

課名　健康福祉政策課
（健康福祉政策課、社会福祉課、子ども家庭福祉課、障がい者支援課、健康づくり推進課、薬務衛生課）

4



課名　健康危機管理課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

19 公 衆 衛 生 348,957 101,364 450,321 101,364 １．国庫支出金返納金 101,364

総 務 費 　・国庫支出金精算返納金

　　　新型コロナウイルス感染症緊

　　　急包括支援交付金等の事業費

　　　再確定に伴う国庫支出金返納

　　　金

1,701,155 101,364 1,802,519 101,364課　　計

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補 正 額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額   の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

5



課名　子ども未来課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

17 4,247,996 42 4,248,038 42 １．国庫支出金返納金 42

　・国庫支出金精算返納金

　　　物価高騰対応重点支援地方創

　　　生臨時交付金の事業費確定に

　　　伴う国庫支出金返納金

24,648,148 42 24,648,190 42

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 説 明 資 料

補 正 額
（Ｂ）

説                       明

課　　計

児 童 福 祉
総 務 費

計
(A)＋(B)

補　正　額   の  財  源  内  訳

特　　定　　財　　源
一般財源

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）

6



課名　子ども家庭福祉課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

17 児 童 福 祉 307,394 1,144 308,538 1,144 １．国庫支出金返納金 1,144

総 務 費 　・国庫支出金精算返納金

　　　物価高騰対応重点支援地方創

　　　生臨時交付金の事業費確定に

　　　伴う国庫支出金返納金

12,318,004 1,144 12,319,148 1,144課　　計

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補 正 額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額   の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

7



債務負担行為補正（追加）

(単位：千円)

議　案
頁　数

事　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

　令和８年度

　　～令和10年度 84,723

11 　社会的養護自立支援業務

　年次別内訳

　　令和８年度 28,241

　　令和９年度 28,241

　　令和10年度 28,241

　令和８年度

　　～令和10年度 153,477

11   児童家庭支援センター運営業務

　年次別内訳

　　令和８年度 51,159

　　令和９年度 51,159

　　令和10年度 51,159

課名　子ども家庭福祉課　　（一般会計）

8



課名　医療政策課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

19 公 衆 衛 生 7,325,677 7,557 7,333,234 3,676 205 3,676 １．保健医療推進対策費 7,352

総 務 費 　・ヘリ救急医療搬送体制推進事業

　　　熊本赤十字病院が行うドクタ

　　　ーヘリ運営に対する助成額の

　　　増

２．国庫支出金返納金 205

　・国庫支出金返納金

　　　新型コロナウイルス感染症対

　　　応地方創生臨時交付金等の事

　　　業費確定に伴う国庫支出金返

　　　納金

8,572,835 7,557 8,580,392 3,676 205 3,676課　　計

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補 正 額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額   の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

9



債務負担行為補正（追加）

(単位：千円)

議　案
頁　数

事　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

30 庁舎等管理業務 令和８年度 93,406

30 情報処理関連業務 令和８年度 10,712

病院局

10



健　康　福　祉　部

一般会計 （単位：千円）

国支出金 地方債 その他

健 康 福 祉 政 策 課 9,598,819 97,426 9,696,245 464 411 96,551

健 康 危 機 管 理 課 1,701,155 18,386 1,719,541 18,386

高 齢 者 支 援 課 3,494,131 8,287 3,502,418 8,287

認知症施策・地域ケア推進課 28,987,817 5,445 28,993,262 206 5,239

社 会 福 祉 課 5,207,217 27,009 5,234,226 1,589 25,420

子 ど も 未 来 課 24,648,148 8,731 24,656,879 681 8,050

子 ど も 家 庭 福 祉 課 12,318,004 31,941 12,349,945 3,338 779 27,824

障 が い 者 支 援 課 27,309,824 44,517 27,354,341 411 44,106

医 療 政 策 課 8,572,835 11,613 8,584,448 11,613

国 保 ・ 高 齢 者 医 療 課 51,890,796 4,122 51,894,918 4,122

健 康 づ く り 推 進 課 3,098,227 7,390 3,105,617 206 7,184

薬 務 衛 生 課 282,546 4,960 287,506 4,960

合 計 177,109,519 269,827 177,379,346 6,689 1,396 261,742

母子父子寡婦福祉資金特別会計

子 ど も 家 庭 福 祉 課 111,655 111,655

国民健康保険事業特別会計

国 保 ・ 高 齢 者 医 療 課 182,815,217 272 182,815,489 272

健 康 づ く り 推 進 課 176,639 176,639

合 計 182,991,856 272 182,992,128 272

総　　合　　計 360,213,030 270,099 360,483,129 6,689 1,668 261,742

令和７年度　１１月補正（追号）予算　課別一覧表

課       名 補正前の額 補正額 計
補　正　額　の　財　源　内　訳

特　定　財　源
一般財源

11



課名　健康福祉政策課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

24 1,387,092 10,191 1,397,283 411 9,780 １．職員給与費 9,127

　・社会福祉関係職員給

２．民生委員費 36

　・民生委員費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

３．社会福祉諸費 206

　・福祉総務費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

４．福祉総合相談所費 411

　・福祉総合相談所運営費

　　　会計年度任用職員報酬等改定
　　　による増

５．やさしいまちづくり事業費 411

　・やさしいまちづくり推進事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

社 会 福 祉
総 務 費

12



課名　健康福祉政策課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

24 187,881 6,507 194,388 6,507 １．リハビリテーションセンター費 6,507

～ 　・リハビリ関係職員給

25

27 40,539 1,333 41,872 1,333 １．女性相談センター費 1,333
　・女性相談センター職員給

30 439,200 14,400 453,600 14,400 １．児童相談所費 12,023

～ 　・児童相談所職員給

31
２．児童一時保護所費 2,377

　・中央一時保護所職員給

33 5,381,094 616 5,381,710 354 262 １．災害救助対策費 616

　・災害救助事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

34 50,246 645 50,891 110 535 １．職員給与費 295

　・公衆衛生関係職員給

障 害 者
福 祉 費

社 会 福 祉
施 設 費

児 童 福 祉
施 設 費

災 害
救 助 費

公 衆 衛 生
総 務 費

13



課名　健康福祉政策課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

２．衛生統計調査費 350

 (1)衛生統計関係職員給 240

 (2)保健統計調査事務費 110

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

35 266,556 7,466 274,022 7,466 １．職員給与費 7,260

　・保健環境科学研究所職員給

２．管理運営費 206

　・保健環境科学研究所運営費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

40 保 健 所 費 1,754,487 56,268 1,810,755 56,268 １．職員給与費 56,184

　・保健所職員給

２．保健所管理運営費 84

　・保健所管理運営費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

9,598,819 97,426 9,696,245 464 411 96,551

保 健
環 境 科 学
研 究 所 費

課　　計

14



課名　健康危機管理課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

34 348,957 5,857 354,814 5,857 １．職員給与費 5,035

　・健康危機管理職員給

２．肝炎対策費 822

　・肝炎対策事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

36 食 品 衛 生 452,888 12,529 465,417 12,529 １．食肉衛生検査所費 10,697

指 導 費  (1)食肉衛生検査所職員給 5,181

 (2)と畜検査整備事業(食肉衛検分) 3,513

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (3)食鳥肉処理安全対策事業（食肉 1,285

　　衛検分）

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (4)対米等輸出食肉検査事業 718

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

公 衆 衛 生
総 務 費

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源
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課名　健康危機管理課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

２．職員給与費 1,832

　・動物愛護センター職員給

1,701,155 18,386 1,719,541 18,386課　　計

16



課名　高齢者支援課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

25 1,752,776 8,287 1,761,063 8,287 １．職員給与費 6,943

　・高齢者支援課職員給

２．高齢者福祉対策費 110

  ・高齢者福祉計画・介護保険事業

　　支援計画等評価・推進事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

３．介護保険対策費 1,234

 (1)指定サービス事業者管理事業 822

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (2)介護サービス情報の公表制度支 206

　　援事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (3)訪問介護等サービス提供体制確 206

　　保支援事業（経済対策分）

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

3,494,131 8,287 3,502,418 8,287

老 人
福 祉 費

課　　計

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源
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課名　認知症施策・地域ケア推進課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

25 老 人 28,966,858 5,445 28,972,303 206 5,239 １．職員給与費 4,779

福 祉 費 　・認知症対策・地域ケア推進課職

　　員給

２．高齢者福祉対策費 206

　・高齢者権利擁護等推進事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

３．介護保険対策費 460

 (1)ケアマネジメント活動推進事業 206
　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (2)事務補助会計年度任用職員費 254

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

28,987,817 5,445 28,993,262 206 5,239課　　計

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源
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課名　社会福祉課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

24 社 会 福 祉 162,398 1,316 163,714 1,316 １．職員給与費 1,316

総 務 費 　・社会福祉関係職員給　

25 遺 家 族 等 91,182 2,079 93,261 820 1,259 １．職員給与費 1,259

～ 援 護 費 　・援護関係職員給

26

２．遺家族等援護費 820

　・特別給付金等支給事務費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

32 生 活 保 護 899,601 23,072 922,673 769 22,303 １．生活保護事務費 2,704

総 務 費  (1)生活保護事務費 206

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (2)生活困窮者自立支援プラン推進 616
 　 事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (3)生活保護適正実施推進事業 856

　　　会計年度任用職員報酬等改定
　　　による増

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源
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課名　社会福祉課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

 (4)生活困窮者総合相談支援事業 1,026

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

２．福祉事務所費 17,449

　・生活保護関係職員給

３．生活保護指導職員設置費 2,919

　・生活保護指導職員給

34 精 神 27,081 542 27,623 542 １．精神保健費 542

保 健 費 　・ひきこもり支援推進事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定　　

　　　による増

5,207,217 27,009 5,234,226 1,589 25,420課　　計
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課名　子ども未来課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

24 230,179 7,294 237,473 7,294 １．職員給与費 7,294

　・少子化対策関係職員給与費

30 1,347,000 542 1,347,542 270 272 １．市町村保育施設運営費補助 542

　・特別保育総合推進事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

34 1,109,053 689 1,109,742 411 278 １．衛生諸費 411
　・旧優生保護法補償金等支給事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

２．母子医療対策費 278

　・小児慢性特定疾病対策事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

社 会 福 祉
総 務 費

児 童 福 祉
施 設 費

公 衆 衛 生
総 務 費
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課名　子ども未来課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

85 私 学 599,643 206 599,849 206 １．私学振興助成費 206

～ 振 興 費 　・私立幼稚園経常費助成費補助

86 　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

24,648,148 8,731 24,656,879 681 8,050課　　計
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課名　子ども家庭福祉課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

27 社 会 福 祉 76,833 2,878 79,711 2,878 １．女性相談センター費 2,878

施 設 費  (1)ＤＶ対策支援事業 932

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (2)女性一時保護管理運営費（運営 1,946

　　費）

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

29 児 童 福 祉 307,394 3,876 311,270 3,876 １．職員給与費 3,876

総 務 費 　・子ども家庭福祉関係職員給

29 児 童 8,100,823 8,679 8,109,502 779 7,900 １．清水が丘学園費 8,679

～ 措 置 費  (1)清水が丘学園職員給 6,070

30

 (2)清水が丘学園管理運営費（運営 510

　　費）

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (3)清水が丘学園管理運営費（扶助 2,099

　　費等）

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源
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課名　子ども家庭福祉課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

30 母 子 1,926,161 2,708 1,928,869 2,708 １．ひとり親対策費 2,436

福 祉 費   ・ひとり親家庭等相談事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

２．児童扶養手当支給事業費 272

  ・児童扶養手当支給事業費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

30 児 童 福 祉 1,906,359 13,800 1,920,159 3,338 10,462 １．児童相談所費 11,216

施 設 費  (1)児童相談所職員給 6,573

 (2)児童保護費負担金徴収促進事業 542

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (3)子ども虐待防止総合推進事業 3,288

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (4)里親推進事業 813

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

24



課名　子ども家庭福祉課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

２．児童一時保護所費 2,584

  ・中央一時保護所管理運営費（運

　　営費）

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

12,318,004 31,941 12,349,945 3,338 779 27,824課　　計
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課名　障がい者支援課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

24 障 害 者 17,404,275 12,803 17,417,078 12,803 １．職員給与費 8,570

～ 福 祉 費 　・社会福祉関係職員給

25

２．障がい者福祉諸費 1,568

 (1)障害者介護給付費等支給支援事 411

　　業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (2)障がい者理解促進・権利擁護事 885

　　業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (3)工賃向上・農福連携による自立 272

　　応援事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

３．リハビリテーションセンター費 1,845

　・更生相談所費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源
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課名　障がい者支援課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

４．知的障害者更生相談所費 820

　・療育手帳出張判定事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

29 児 童 福 祉 10,531 411 10,942 411 １．特別児童扶養手当支給事務費 411

総 務 費 　・特別児童扶養手当支給事務費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

30 児 童 福 祉 1,647,820 26,454 1,674,274 26,454 １．こども総合療育センター費 26,454

～ 施 設 費 　・こども総合療育センター職員給

31

34 公 衆 衛 生 365,353 3,227 368,580 3,227 １．職員給与費 3,227

総 務 費 　・精神保健関係職員給

34 精 神 272,586 1,622 274,208 1,622 １．精神保健費 1,544

～ 保 健 費  (1)精神医療適正化対策事業 820

35 　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増
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課名　障がい者支援課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

 (2)精神障害者保健福祉手帳交付事 411

　　業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

 (3)自殺予防等対策推進事業 313

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

２．精神保健福祉センター費 78

　・精神保健福祉センター人件費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

27,309,824 44,517 27,354,341 411 44,106課　　計
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課名　医療政策課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

41 医 薬 358,772 10,929 369,701 10,929 １．職員給与費 10,929

総 務 費  (1)地域医療推進職員給 7,903

 (2)研修医師職員給 3,026

41 医 務 費 300,795 272 301,067 272 １．医務行政費 272

  ・医事関係業務管理指導費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

42 587,591 412 588,003 412 １．看護行政費 206

　　   ・看護行政一般事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

２．看護師等確保対策費 206

  ・看護学生の県内定着促進事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

8,572,835 11,613 8,584,448 11,613

一般財源

保 健 師 等
指 導
管 理 費

課　　計

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
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課名　国保・高齢者医療課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

26 6,973,616 3,850 6,977,466 3,850 １．職員給与費 3,216

　・国保・高齢者医療職員給

２．国民健康保険助言指導費 634

　・国民健康保険助言指導等事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

97 10,887,100 272 10,887,372 272 １．繰出金 272

　・国民健康保険事業特別会計繰出

　　金

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

51,890,796 4,122 51,894,918 4,122

国 民 健 康

保 険

指 導 費

国 民 健 康

保 険 事 業

特 別 会 計

繰 出 金

課　　計

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源
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課名　健康づくり推進課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

34 2,791,430 7,390 2,798,820 206 7,184 １．職員給与費 5,711

　・健康づくり推進課職員給

２．健康づくり推進費 542

　・歯科保健推進事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定　　

　　　による増

３．栄養指導対策費 272

　・調理師法施行事務費

　　　会計年度任用職員報酬等改定　　
　　　による増

４．原爆被爆者特別措置費 206

　・原爆被爆者特別措置費事務費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

５．難病対策費 659

　・指定難病医療費事務費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

3,098,227 7,390 3,105,617 206 7,184

公 衆 衛 生
総 務 費

課　　計

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源
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課名　薬務衛生課　　（一般会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

36 環 境 衛 生 43,214 1,572 44,786 1,572 １．職員給与費 1,572

総 務 費 　・生活衛生職員給

37 生 活 衛 生 38,343 206 38,549 206 １．生活衛生対策費 206

指 導 費 　・住宅宿泊事業適正運営確保事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

41 医 薬 73,108 2,464 75,572 2,464 １．職員給与費 2,464
総 務 費 　・薬務職員給

42 薬 務 費 107,577 718 108,295 718 １．職員給与費 512

　・薬務行政関係職員給

２．薬務行政費 206

　・薬事許認可事業

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

282,546 4,960 287,506 4,960課　　計

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源

32



課名　国保・高齢者医療課　　　（熊本県国民健康保険事業特別会計） (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

114 182,815,217 272 182,815,489 272 １．国民健康保険事業運営費 272

　・国民健康保険事業運営費

　　　会計年度任用職員報酬等改定

　　　による増

182,815,217 272 182,815,489 272

国 民 健 康

保 険

運 営 費

課　　計

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源
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病　　院　　局

会計名 区　分 収  入 支  出 損　益 収  入 支  出 差  引

補正前の額 1,664,284 1,664,292 -8 414,962 562,347 -147,385

補　正　額 0 43,269 -43,269 0 0 0

計 1,664,284 1,707,561 -43,277 414,962 562,347 -147,385

（注）１　収益的収支とは、一事業年度の企業の経営活動に伴って発生する全ての収益と費用をいう。
　　　２　資本的収支とは、建物・施設の建設や企業債の元金償還などの費用とその財源となる収入をいう。
　　　　　なお、資本的支出が収入を上回る部分は、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補填する。

令和７年度１１月補正予算　総括表

   （単位：千円）

収　益　的　収　支 資　本　的　収　支

病 院 事 業 会 計

34



病院局 (単位：千円)

国支出金 地 方 債 そ の 他

148 1,664,292 43,269 1,707,561 43,269 １．医業費用 43,269

　・給与費

　　　病院局職員給及び会計年度任

　　　用職員報酬等の改定による増

1,664,292 43,269 1,707,561 43,269 43,269

収 益 的
支 出

令 和 ７ 年 度 １１ 月 補 正 予 算 （ 追号 ） 説 明 資 料

事項別
明細書
頁　数

目  名
補正前の額

（Ａ）
補正額
（Ｂ）

計
(A)＋(B)

補　正　額  の  財  源  内  訳

説                       明特　　定　　財　　源
一般財源
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条

例
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熊
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県
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福

祉
施
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設
備

及
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運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
１

条
 
熊

本
県

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

（
平

成
２

４
年

熊
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県
条

例
 

第
７

５
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
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す
る
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第
１

４
条

第
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項
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中

「
左
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に

掲
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康
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」

の
次

に
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。
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、
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条
例
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理
由
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あ

る
。
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公
布

の
日
 

 

38



 

 

第
 

１
２

 
号

 

 
 

 
熊

本
県

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

制
定

に
つ

い
て

 

 
熊

本
県

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
を

次
の

よ
う

に
制

定
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

 
 

令
和

７
年

１
１

月
２

８
日

提
出

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊
本

県
知

事
 

木
 

村
 

敬
 

 
 

 
熊

本
県

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

 
（

熊
本

県
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
及

び
熊

本
県

一
時

保
護

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

次
に

掲
げ

る
条

例
の

規
定

中
「

第
３

３
条

の
１

０
各

号
」

を
「

第
３

３
条

の
１

０
第

１
項

各
号

」
 

に
改

め
る

。
 

(
1
)
 

熊
本

県
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
（

平
成

２
４

年
熊

本
県

条
例

 

第
７

５
号

）
第

１
０

条
 

(
2
)
 

熊
本

県
一

時
保

護
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
（

令
和

７
年

熊
本

県
条

例
第

 

１
３

号
）

第
１

３
条

 

（
熊

本
県

指
定

障
害

児
入

所
施

設
等

の
人

員
、

設
備

及
び

運
営

の
基

準
等

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
２

条
 

熊
本

県
指

定
障

害
児

入
所

施
設

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
の

基
準

等
に

関
す

る
条

例
（

平
成

２
４

年
熊

本
県

条
例

第
８

３
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

第
４

２
条

第
１

項
中

「
法

第
３

３
条

の
１

０
各

号
」

を
「

、
法

第
３

３
条

の
１

０
第

１
項

各
号

」
に

改
め

る
。

 

 
（

熊
本

県
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
３

条
 

熊
本

県
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

（
平

成
２

６
年

熊
本

県
条

例
第

５
８

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

 
 

第
３

条
の

次
に

次
の

１
条

を
加

え
る

。
 

（
虐

待
等

の
禁

止
）

 

第
３

条
の

２
 

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
の

職
員

は
、

園
児

に
対

し
、

法
第

２
７

条
の

２
第

１
項

各

号
に

掲
げ

る
行

為
そ

の
他

当
該

園
児

の
心

身
に

有
害

な
影

響
を

与
え

る
行

為
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

第
５

条
第

３
項

中
「

第
１

５
条

の
２

第
１

項
」

を
「

第
１

５
条

第
１

項
」

に
改

め
る

。
 

第
１

５
条

を
削

り
、

第
１

５
条

の
２

を
第

１
５

条
と

す
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

提
案

理
由

）
 

児
童

福
祉

法
（

昭
和

２
２

年
法

律
第

１
６

４
号

）
等

の
一

部
改

正
に

伴
い

、
関

係
規

定
を

整
理

す
る

必
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要
が

あ
る

。
 

こ
れ

が
、

こ
の

条
例

案
を

提
出

す
る

理
由

で
あ

る
。
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熊
本
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）
の
概
要

 
子

ど
も

未
来

課
 

 
 

 議
案

番
号
 

   
条

 
例

 
名
 

                   内
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
 

 第
１

２
号
 

 熊
本

県
児

童
福

祉

施
設

の
設

備
及

び

運
営

の
基

準
に

関

す
る

条
例

等
の

一

部
を

改
正

す
る

条

例
 

 １
 

条
例

改
正

の
趣

旨
 

 
 

児
童

福
祉

法
（

昭
和

２
２
年

法
律
第

１
６

４
号

）
等

の
一
部

改
正
に

伴
い

、

関
係

規
定

の
整

理
を

行
う

。
 

 ２
 

内
容
 

(
1
)
 
児

童
福

祉
法

の
改

正
に
伴

う
関
係

条
例

の
規

定
の

整
理

を
行
う

。
 

①
 

熊
本

県
児

童
福

祉
施

設
の

設
備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る
条

例

（
第

１
０

条
関

係
）

 
②

 
熊
本

県
一

時
保

護
施

設
の

設
備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る
条

例

（
第

１
３

条
関

係
）

 
③

 
熊
本

県
指

定
障

害
児

入
所

施
設
等

の
人

員
、
設
備

及
び

運
営
の

基
準

等
に

関
す

る
条

例
（

第
４

２
条

関
係
）

 
(
2
)
 
就

学
前

の
子

ど
も

に
関
す

る
教
育
、
保
育

等
の

総
合

的
な

提
供
の

推
進

に
関

す
る

法
律
（
平

成
１

８
年

法
律
第

７
７

号
）
の
一

部
改

正
に
伴

う
所

要
の

規
定

の
整

理
を

行
う

。
 

  
熊

本
県

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も
園

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準
に

関
す

る
条

例
（

第
３

条
の

２
、

第
１
５

条
、

第
１

５
条

の
２

関
係
）

 
 

 
 

３
 

施
行

期
日
 

 
 

公
布

の
日
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第
１

３
号

 

 
 

 
熊

本
県

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

及
び

熊
本

県
一

時
保

護
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
の

制
定

に
つ

い
て

 

 
熊

本
県

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

及
び

熊
本

県
一

時
保

護
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
を

次
の

よ
う

に
制

定
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

 
 

令
和

７
年

１
１

月
２

８
日

提
出

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊
本

県
知

事
 

木
 

村
 

敬
 

 
 

 
熊

本
県

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

及
び

熊
本

県
一

時
保

護
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

 
（

熊
本

県
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
１

条
 
熊

本
県

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

（
平

成
２

４
年

熊
本

県
条

例

第
７

５
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

第
２

７
条

第
５

項
中

「
、

社
会

福
祉

士
若

し
く

は
精

神
保

健
福

祉
士

の
資

格
を

有
す

る
者

」
を

削
る

。
 

第
２

９
条

第
１

項
第

２
号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

 

(
2
)
の

２
 

児
童

福
祉

法
施

行
規

則
（

昭
和

２
３

年
厚

生
省

令
第

１
１

号
）

第
５

条
の

２
の

８
に

規

定
す

る
こ

ど
も

家
庭

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
（

以
下

 「 こ
ど

も
家

庭
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

 」 と

い
う

。
）

の
資

格
を

有
す

る
者

 

第
２

９
条

第
１

項
第

４
号

中
「

前
３

号
」

を
「

前
各

号
」

に
改

め
る

。
 

第
３

７
条

第
１

項
第

２
号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

 

(
2
)
の

２
 

こ
ど

も
家

庭
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
資

格
を

有
す

る
者

 

第
３

７
条

第
１

項
第

４
号

中
「

前
３

号
」

を
「

前
各

号
」

に
改

め
る

。
 

第
３

８
条

第
４

号
の

次
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。
 

(
4
)
の

２
 

こ
ど

も
家

庭
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
資

格
を

有
す

る
者

 

第
５

９
条

第
３

項
中

「
、

社
会

福
祉

士
若

し
く

は
精

神
保

健
福

祉
士

の
資

格
を

有
す

る
者

」
を

削
る

。
 

第
６

０
条

第
１

項
第

２
号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

 

(
2
)
の

２
 

こ
ど

も
家

庭
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
資

格
を

有
す

る
者

 

第
６

０
条

第
１

項
第

４
号

中
「

前
３

号
」

を
「

前
各

号
」

に
改

め
る

。
 

第
６

１
条

第
３

号
の

次
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。
 

(
3
)
の

２
 

こ
ど

も
家

庭
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
資

格
を

有
す

る
者

 

第
９

７
条

第
６

項
中

「
、

社
会

福
祉

士
若

し
く

は
精

神
保

健
福

祉
士

の
資

格
を

有
す

る
者

」
を

削
る

。
 

第
９

８
条

第
１

項
第

２
号

の
次

に
次

の
１

号
を

加
え

る
。

 

(
2
)
の

２
 

こ
ど

も
家

庭
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
資

格
を

有
す

る
者

 

第
９

８
条

第
１

項
第

４
号

中
「

前
３

号
」

を
「

前
各

号
」

に
改

め
る

。
 

第
１

０
５

条
第

３
項

中
「

、
社

会
福

祉
士

若
し

く
は

精
神

保
健

福
祉

士
の

資
格

を
有

す
る

者
」

を
削
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る
。

 

第
１

０
６

条
第

１
項

第
２

号
の

次
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。
 

(
2
)
の

２
 

こ
ど

も
家

庭
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
資

格
を

有
す

る
者

 

第
１

０
６

条
第

１
項

第
４

号
中

「
前

３
号

」
を

「
前

各
号

」
に

改
め

る
。

 

第
１

０
７

条
第

２
号

の
次

に
次

の
２

号
を

加
え

る
。

 

(
2
)
の

２
 

精
神

保
健

福
祉

士
の

資
格

を
有

す
る

者
 

(
2
)
の

３
 

こ
ど

も
家

庭
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
資

格
を

有
す

る
者

 

第
１

０
８

条
第

２
号

の
次

に
次

の
２

号
を

加
え

る
。

 

(
2
)
の

２
 

精
神

保
健

福
祉

士
の

資
格

を
有

す
る

者
 

(
2
)
の

３
 

こ
ど

も
家

庭
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

の
資

格
を

有
す

る
者

 

（
熊

本
県

一
時

保
護

施
設

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

）
 

第
２

条
 

熊
本

県
一

時
保

護
施

設
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
（

令
和

７
年

熊
本

県
条

例
第

１
３

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

第
２

１
条

第
３

号
の

次
に

次
の

１
号

を
加

え
る

。
 

(
3
)
の

２
 

児
童

福
祉

法
施

行
規

則
（

昭
和

２
３

年
厚

生
省

令
第

１
１

号
）

第
５

条
の

２
の

８
に

規

定
す

る
こ

ど
も

家
庭

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
の

資
格

を
有

す
る

者
 

 
 

 
附

 
則

 

こ
の

条
例

は
、

令
和

８
年

３
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

提
案

理
由

）
 

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
（

昭
和

２
３

年
厚

生
省

令
第

６
３

号
）

及
び

一
時

保

護
施

設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

（
令

和
６

年
内

閣
府

令
第

２
７

号
）

の
一

部
改

正
に

伴
い

、
関

係
規

定
を

整
備

す
る

必
要

が
あ

る
。

 

こ
れ

が
、

こ
の

条
例

案
を

提
出

す
る

理
由

で
あ

る
。
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熊
本
県
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

及
び
熊
本
県
一
時
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）
の
概
要

 
子

ど
も

家
庭

福
祉

課
 

 
 

 議
案

番
号
 

   
条

 
例

 
名
 

                   内
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
 

 第
１

３
号
 

                              

 熊
本

県
児

童
福

祉

施
設

の
設

備
及

び

運
営

の
基

準
に

関

す
る

条
例

及
び

熊

本
県

一
時

保
護

施

設
の

設
備

及
び

運

営
の

基
準

に
関

す

る
条

例
の

一
部

を

改
正

す
る

条
例
 

                           

 １
 

条
例

改
正

の
趣

旨
 

 
児

童
福

祉
施

設
の

設
備

及
び

運
営
に

関
す

る
基

準
（
昭

和
２

３
年
厚

生
省

令
第

６
３

号
）
及

び
一

時
保
護

施
設
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る
基

準
（
令

和
６

年
内

閣
府

令
第

２
７

号
）
の
一

部
改

正
に

伴
い

、
関

係
規

定
を
整

備
す

る
。
 

 ２
 

内
容
 

(
1
)
 
熊

本
県

児
童

福
祉

施
設
の

設
備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る
条

例
【
第

１
条

】
 

①
 

児
童

福
祉

施
設

の
設

備
及

び
運
営

に
関

す
る

基
準

の
一

部
改
正

に
伴

う
関

係
規

定
の

整
備

を
行

う
。

（
第
２

７
条

、
第

２
９

条
、

第
３
７

条
、

第
３

８
条

、
第

５
９

条
―

第
６

１
条
、
第
９

７
条

、
第
９
８

条
、
第

１
０

５
条

―
第

１
０

８
条

関
係

）
 

②
 

所
要

の
規

定
の

整
理

を
行

う
。
（

第
１

０
７

条
関

係
）

 

(
2
)
 
熊

本
県

一
時

保
護

施
設
の

設
備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る
条

例
【
第

２
条

】
 

一
時

保
護

施
設

の
設

備
及

び
運

営
に
関

す
る

基
準

の
一

部
改

正
に
伴

う

関
係

規
定

の
整

備
を

行
う

。
（

第
２
１

条
関

係
）
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

３
 

施
行

期
日
 

 
 
 

令
和

８
年

３
月

１
日
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第
 

１
４

 
号

 

障
害

の
あ

る
人

も
な

い
人

も
共

に
生

き
る

熊
本

づ
く

り
条

例
等

の
一

部
を

改
正

す
る

条
例

の
制

定

に
つ

い
て

 

 
障

害
の

あ
る

人
も

な
い

人
も

共
に

生
き

る
熊

本
づ

く
り

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
を

次
の

よ
う

に
制

定
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

 
 

令
和

７
年

１
１

月
２

８
日

提
出

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

熊
本

県
知

事
 

木
 

村
 

敬
 

 
 

 
障

害
の

あ
る

人
も

な
い

人
も

共
に

生
き

る
熊

本
づ

く
り

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

 
（

障
害

の
あ

る
人

も
な

い
人

も
共

に
生

き
る

熊
本

づ
く

り
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
１

条
 

障
害

の
あ

る
人

も
な

い
人

も
共

に
生

き
る

熊
本

づ
く

り
条

例
（

平
成

２
３

年
熊

本
県

条
例

第
３

２
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

第
８

条
第

２
号

中
「

同
条

第
１

８
項

」
を

「
同

条
第

１
９

項
」

に
、

「
同

条
第

１
７

項
」

を
「

同
条

第
１

８
項

」
に

改
め

る
。

 

（
熊

本
県

指
定

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

の
事

業
等

の
人

員
、

設
備

及
び

運
営

の
基

準
等

に
関

す
る

条
例

の

一
部

改
正

）
 

第
２

条
 

熊
本

県
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び
運

営
の

基
準

等
に

関
す

る
条

例
(
平

成
２

４
年

熊
本

県
条

例
第

７
６

号
)
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

第
１

６
１

条
の

９
中

「
第

４
２

条
ま

で
」

の
次

に
「

、
第

４
３

条
の

２
」

を
加

え
る

。
 

第
２

０
９

条
第

１
項

中
「

第
１

５
９

条
の

４
」

の
次

に
「

、
第

１
６

１
条

の
９

」
を

加
え

る
。

 

（
熊

本
県

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
３

条
 

熊
本

県
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
の

設
備

及
び

運
営

の
基

準
に

関
す

る
条

例
（

平
成

２
４

年
熊

 

本
県

条
例

第
７

８
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

第
６

０
条

の
８

中
「

第
３

２
条

の
２

」
を

「
第

３
２

条
の

３
」

に
改

め
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

こ
の

条
例

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

提
案

理
由

）
 

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

（
平

成
１

７
年

法
律

第
１

２

３
号

）
等

の
一

部
改

正
を

踏
ま

え
、

関
係

規
定

を
整

備
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

こ
れ

が
、

こ
の

条
例

案
を

提
出

す
る

理
由

で
あ

る
。
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障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
共
に
生
き
る
熊
本
づ
く
り
条
例
等
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）
の
概
要
 

障
が

い
者

支
援

課
 

 
 

 議
案

番
号
 

   
条

 
例

 
名
 

                   内
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

容
 

 第
１

４
号
 

                                    

 障
害

の
あ

る
人

も

な
い

人
も

共
に

生

き
る

熊
本

づ
く

り

条
例

等
の

一
部

を

改
正

す
る

条
例
 

                                  

 １
 

条
例

改
正

の
趣

旨
 

 
 

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活

を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法

律
（

平
成

１
７

年
法

律
第

１
２

３
号
）
等
の

一
部

改
正

を
踏

ま
え
、
関
係

規

定
を

整
備

す
る

。
 

 ２
 

内
容
 

(
1
)
 
障

害
の

あ
る

人
も

な
い
人

も
共
に

生
き

る
熊

本
づ

く
り

条
例
の

一
部

改
正

【
第

１
条

】
 

障
害

者
の

日
常

生
活

及
び

社
会

生
活
を

総
合

的
に

支
援

す
る

た
め
の

法
律

の
一

部
改

正
に

伴
う

所
要

の
規
定

の
整

理
を

行
う

。（
第

８
条
関

係
） 

(
2
)
 
障

害
者

の
日

常
生

活
及
び

社
会
生

活
を

総
合

的
に

支
援

す
る
た

め
の

法
律

に
基

づ
く

指
定

障
害

福
祉

サ
ー
ビ

ス
の

事
業

等
の

人
員

、
設

備
及

び

運
営

に
関

す
る

基
準
（

平
成
１

８
年
厚

生
労

働
省

令
第

１
７

１
号
）
の

一

部
改

正
を

踏
ま

え
た

関
係

条
例

の
規
定

整
備
 

①
 

熊
本

県
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ
ス

の
事

業
等

の
人

員
、
設

備
及

び
運

営
の

基
準

等
に

関
す

る
条

例
（
第

１
６
１

条
の

９
、
第
２

０
９
条

関
係
）

【
第

２
条

】
 

②
 

熊
本

県
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事
業

の
設

備
及

び
運

営
の

基
準
に

関

す
る

条
例

（
第

６
０

条
の

８
関

係
）
【

第
３

条
】
 

 
 

３
 

施
行

期
日
 

  
 

公
布

の
日
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